
2024 年 4 月 1 日より 

文書料に関するお知らせ 
 

◆診断書、証明書その他これらに類するもので医師の判断を要するもの 

区 分 料金【1通につき】 

自動車損害賠償保障法適用に係るもの及び人の生命または身体に関する任意保険に係るもの 4,200 円 

その他のもの 

診断書のうち病状経過等の証明内容が複雑なもの 

※院内様式診断書、障害年金診断書、障害者手帳用診断書 

 受診状況等証明書、ハローワーク様式 4 等 

3,200 円 

診断書のうち病状経過等の証明内容が簡易なもの 

※自立支援医療診断書 等 
2,100 円 

身体検査の証明その他記載内容が簡易なもの 

※健康診断書 等 
1,500 円 

 

◆診断書、証明書その他これらに類するもので医師の判断を要しないもの 

区 分 料金【1通につき】 

診療費明細証明その他に類するもの 

自動車損害賠償保障法適用に係るもの及び人の生命

または身体に関する任意保険に係るもの 
4,200 円 

その他のもの 2,100 円 

所得税に係る医療費控除のための証明その他これに係るもの 1,500 円 

通院期間の証明その他これに係るもの 1,000 円 

 

兵庫県こころのケアセンター附属診療所長 

※診断書・証明書の郵送をご希望の方は、簡易書留料金（切手代）も請求させていただきますのでご了承ください。 


